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排出事業者として処理施設の確認は義務︖

⾃治体によっては現地確認が必要となるところもある︕︕
Point!

排出事業者の責任として、廃棄物処理法では処理を委託する場合の、委託先に対する処理の状況確認（施
設確認を⾏うことが想定される）は努⼒義務として書かれています。つまり、確認するよう努めなければな
らないが、確認しなかったことに対して直接罰則を科すようなものではありません。
ただし、産業廃棄物については都道府県⼜は廃棄物処理法による政令市がその管轄となります。そのため

条例の中で、地域内の処理業者へ処理を委託する排出事業者に対し、施設の確認を義務付けている自治体が
あります。また、確認⽅法も電話等でも良い自治体から、直接現地を確認し、記録を残すことまで義務付け
ている自治体もあります。
廃棄物処理法の遵守だけではなく、排出事業場や廃棄物処理の委託先が所属している自治体の条例につい

ても注意が必要です。

排出事業者として処理施設の確認は義務︖

法律では努⼒義務ですが、⾃治体によって
は義務と定めているところもあります。

◇ 廃棄物処理法上は施設確認は努⼒義務
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排出事業者とは（多量排出事業者／施設確認）

全国の都道府県または政令市⼀覧
（2025年4月1日現在）

大阪府
大阪市
東大阪市
高槻市
堺市
豊中市
枚⽅市

愛知県
名古屋市
豊橋市
豊田市
岡崎市
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神⼾市
姫路市
尼崎市
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香川県
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和歌山県
和歌山市

岐阜県
岐阜市

⻑野県
⻑野市

栃木県
宇都宮市

東京都
八王子市

京都府
京都市

奈良県
奈良市

福岡県
北九州市
福岡市
久留⽶市
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⻑崎市
佐世保市
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大分市
宮崎県
宮崎市
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徳島県

福井県

三重県

山梨県

山形県
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滋賀県
大津市 福島県
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郡山市
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鳥取市

島根県
松江市

八尾市

いわき市

川口市

明石市

八⼾市

福井市

山形市

甲府市

寝屋川市
吹田市

⽔⼾市⼀宮市

松本市


